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2019年の外国人割当枠の申請及び労働許可証の更新
（告示第028/18号、2018年8月20日公布）

労働職業訓練省（Ministry of Labour and Vocational Training）は、2018年8月

20日に告示第028/18号を発行し、2019年に外国人従業員を雇用するための割

当枠（quota）の申請を希望する企業の所有者もしくは取締役は、2018年9月1日

から2018年11月30日までの間に、外国人の割当枠を申請しなければならない旨

を通知しました。

上記の割当枠の承認に加えて、カンボジアで事業を行い、外国人の労働者や駐在

者を雇用する企業の所有者もしくは取締役は、2019年1月1日から2019年3月31

日までの間に、2019年の労働許可証へ更新しなければなりません。

上記の期間内に外国人割当枠の申請及び労働許可証の更新が申請出来ない場合

は、労働法第16章に従って罰金を課される可能性があります。

2018年の固定資産税の支払いに関する注意喚起
（GDT告示第12392号、2018年8月29日公布）

租税総局（General Department of Taxation、以下「GDT」）は、最近、告示第

12392号を発行し、不動産所有者に対し2018年9月30日の期限までに固定資産

税を支払う必要があると注意喚起しています。

納税期限は日曜日である為、不動産所有者は、9月30日より前に税務署又は認可

された銀行に納税することが推奨されます。

上記の期限までに固定資産税を納めなければ、罰金を課される可能性があります。

縫製業に関する会計記録及び税務申告書の修正並びに独
立監査報告書の提出義務
（GDT告示第12802号、2018年9月6日公布）

裁断・縫製・仕上げ（Cut, Make and Trim、以下「CMT」）事業を行う適格投資プロ

ジェクトに関する事業所得税及びその他の税金についての規則及び手続に関する

経済財政省省令第741号に続き、GDTはこの告示を発行しました。この告示は、

CMT事業について以前は適切な会計記録を保持していなかった企業が、上記の省

令を遵守していない場合に、会計記録を修正し過去3年間分について修正した税務

申告書を提出することを奨励しています。修正申告書の提出期限は2019年3月31

日です。

修正申告が追加の納税義務につながる場合、この期間中においては、企業は支払

い遅延による罰金及び利息を免除されます。しかし、税務調査時に税務当局が過

少納税があると認めた場合は、支払い遅延による罰金及び利息が課されます。

企業が会計記録の修正及び修正申告書の提出を出来ない場合、その企業は税務

コンプライアンス・ステータスが低いとGDTに評価される可能性があり、その結果、

前払事業所得税（Prepayment of Tax on Income）の免除の恩典を失い、また

CMT企業となる条件を満たさなくなる可能性があります。
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